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貴重な水資源の有効利用を図るとともに、
漏水による道路陥没などの二次災害を防止
するため、水道管の漏水調査を実施します。
調査期間中は、本市が委託した調査員が、
腕章・身分証明書を常時携帯し、作業を行
います。調査内容によっては調査員が量水
器付近まで立ち入り、作業を行うことがあ
りますので、ご了承ください。皆さまのご
理解とご協力をお願いします。
▶調査期間：６月下旬～令和 8年３月 13
日㈮（土・日・祝日を除く）
▶調査地域：板橋、谷井田

漏水調査を
実施します

6 月 1 日～ 10 日は「電波利用環境保護
周知啓発強化期間」です。電波のルール
はみんなで守りましょう。
問 総務省関東総合通信局
〇不法無線局による混信・妨害に関すること
☎ 03 ‐ 6238‐ 1939
〇テレビ・ラジオの受信障害に関すること
☎ 03 ‐ 6238‐ 1945

STOP THE
不法電波！

透き通る 誇れる水に 感謝する
（令和 7年度スローガン）

水道週間は、水道について皆さんの理解
と関心を深めるために定められています。
本市では、良質で安全な水道水を供給す
るため、定期的な水質検査や老朽化した
配水管の更新などを行っています。今後
も水道水の安定供給に努めていきますの
で、皆さんもこの機会に、水の使用につ
いて見直してみましょう。
問 谷和原庁舎上下水道課（内線 5308）

6 月 1日～ 7日は
「水道週間」

しない、させない、許さない
ごみの不法投棄は犯罪です。不法投棄し
ている現場を見かけたら、不法投棄 110
番へ！（☎ 0120‐ 5

いつもみんなでむらなく

3 6 ‐ 3
みは れ

80）
▶受付：平日 午前８時 30分～午後５時
15分（受付時間外は警察まで）
不法投棄を防止するために、土地の所有
者・管理者の皆さまは、土地の見回りや
柵の設置などを行うなど、自主防衛に努
めるようお願いします。
問 谷和原庁舎生活環境課（内線 3306）

6 月は
「不法投棄防止強化月間」

▶委託業者：㈱リクチ漏水調査
☎ 03‐ 3954‐ 9225
問 谷和原庁舎上下水道課（内線 5308）

▶毎月第１・２・４・５不燃ごみ収集日：
ビニール、プラスチック類（プラマーク
がついているものは資源物へ）
▶毎月第３不燃ごみ収集日：金属類、割れ物
どちらを出す場合も、不燃ごみ専用袋を使っ
てください。市民の皆さまにはお手数をおか
けしますが、ご協力のほどよろ
しくお願いします。詳しくは市
ホームページをご覧ください。
※今月の広報紙と併せて、不燃ごみの新し
い分別方法を反映した「改訂版ごみ・資源
物収集カレンダー」を配布しています。
問 谷和原庁舎生活環境課（内線 3306）

４月１日から不燃ごみの
出し方が変わりました

まちづくりについて、市長と直接意見を
交換する市民懇談会を開催します。毎回、
たくさんの方にご参加いただき、ご意見
を伺います。頂いたご意見は、各部局で
調査・検討し市政に反映していきます。
ぜひ、皆さんの声をお聴かせください！
▶日時：６月 15日㈰ 午前 10時～
▶場所：みらい平市民センター４階
▶対象地区：小張、小島新田
問 伊奈庁舎地域推進課（内線 1301）

あなたの声を直接市長に届けよう！
市民懇談会を開催します

日本赤十字社茨城県支部つくばみらい市
地区では、毎年市民の皆さまや事業者の
皆さまから、活動資金のご協力を頂いて
います。昨年度にご協力を頂いた募集結
果をご報告します。
▶総額：357万 8,825 円
▶件数：8,036 件　※３月 31日現在
集まった募金は、災害救護活動や医療活
動などに活用させていただきます。なお、
ご協力いただいた事業者の皆さまを、市
ホームページに掲載しました。
今後も日本赤十字社の活動にご
理解・ご協力をお願いします。
問 伊奈庁舎社会福祉課（内線 4108）

令和 6年度日本赤十字社
活動資金募集結果

現在使用している医療福祉費受給者証は、
6月 30日㈪で使用できなくなります。７
月から使用できる受給者証は、６月下旬
に送付します。なお、下記の条件に該当
する方は所得の確認が取れないため、別
途通知を送りますので、記載してある必
要書類をご用意のうえ返送してください。
〇令和7年１月１日以降に本市に転入した方
〇本市外に居住する方の扶養になっている方
〇本市外に居住しているが、住所地特例
や学生特例で本市の医療福祉費支給制度
（マル福）をご利用の方
※ひとり親家庭で家族構成などに変更が
あった方や、重度心身障がい者で、障害年
金の等級が変更になった方はご連絡くださ
い。さかのぼって資格を喪失した場合には、
返金していただくことがあります。
問 伊奈庁舎国保年金課（内線 4406）

ひとり親家庭・重度心身
障がい者のマル福をお使いの方へ

募

集

市指定給水装置
工事事業者 市排水設備

指定工事店

上下水道の宅内工事（新設・改造・撤去など）は、上水道は「市指定給水装置工事事業者」、下水道は「市
排水設備指定工事店」でなければ行うことができません。工事の際は、必ず市の指定を受けた業者
に依頼し、上下水道課に事前に申請をしてください。問 谷和原庁舎上下水道課（内線 5305,5308）

問 つくばみらい市役所（代表）　☎0297‐ 58‐ 211112


